
利用規約 

 

第１条（適用） 

１．この利用規約（以下「本規約」）は、株式会社アイエヌライン（以下「当社」）が提供す

る SMART TRUCK（以下「本サービス」）の利用に関わる一切の関係に適用されるものと

します。 

２．当社は本サービスに関し、本規約のほか、当社ウェブサイト等で表示する本サービスに

関するルール等、各種の定め（以下、「個別規定」）をすることがあります。これら個別規定

はその名称の如何に関わらず本規約の一部を構成するものとします。 

３．本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定

めなき限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。 

 

第２条（定義） 

本規約において使用する以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとします。 

１ 本サービス   当社ウェブサイト等で提供する、運送事業にかかわる配車管理機能、 

請求発行機能、車両及び乗務員管理機能を有する業務支援サービス 

「SMART TRUCK」を言います。 

２ 登録事業者   第３条に基づき当社との間で契約を締結した法人その他の団体 

３ 利用者   登録事業者に所属する事務員等の本サービスを利用する者 

４ アカウント情報 本サービスを利用するために必要な ID、パスワード等 

 

第３条（契約） 

１．本サービスにおいては、登録希望者が本規約に同意の上、当社の定める方法によって利

用登録を申請し、当社がこれを承認することによって利用登録が完了するものとします。な

お、当該事業者は、本規約および当社が別途定めるポリシー等に同意したうえで、かかる申

し込みを行うものとし、申し込みを行った時点で、これらの内容に同意しているものとみな

します。 

２．申し込みを行う者は、申し込みにあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しな

ければなりません。 

３．登録事業者は、申し込み時に当社に提供した登録情報に変更が生じた場合には、速やか

に変更事項を当社に届け出るものとします。なお、本項に基づく登録事業者による届出がな

されなかったこと又は届出の遅延によって登録事業者に損害が生じた場合には、当該損害

は登録事業者が負担するものとします。 

 

第４条（利用料金） 

１．登録事業者は、別途当社が定める金額及び方法により、利用料金を当社が指定する方法



により支払うものとします。 

２．登録事業者が利用料金の支払を遅延した場合、登録事業者は年 14.6％の割合による遅

延損害金を当社に支払うものとします。 

３．解約、解除による本サービスの利用終了、本サービスの提供の停止、中断又は変更、終

了その他いかなる場合でも、当社は受領済みの利用料金を登録事業者に返還せず、登録事業

者は既に支払義務の発生した利用料金の支払を免れないものとします。 

 

第５条（登録事業者の保証） 

１．本サービスは、事業所ごとに提供されるものであり、登録事業者は、当社の承諾なく、

当社に届け出た事業所以外の事業所で行われる業務において本サービスを利用しないもの

とします。 

２．登録事業者は、本サービスの利用にあたり、個人情報の保護に関する法律及び「個人情

報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」その他国が定める指針のうち遵

守が必須とされている事項を遵守するものとし、当社に利用者の個人情報が提供されるこ

とについて、当該本人の同意を事前に取得するものとします。 

３．登録事業者は、利用者に対して、本サービスの利用にあたり適用される規約等を遵守さ

せることを保証します。 

 

第６条（アカウントの管理） 

１．登録事業者は、アカウント情報を厳重に管理することとします。 

２．登録事業者は、アカウント情報を第三者に利用させ又は譲渡、貸与、質入等の担保権の

設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。なお、当社は、盗用、不正利用そ

の他の事情により事業者アカウント情報を当該登録事業者以外の第三者が利用している場

合であっても、当該登録事業者による利用とみなし、それにより生じた損害について一切責

任を負いません。 

３．登録事業者は、アカウント情報が盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した

場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。 

 

第７条（接続環境等） 

１．登録事業者が本サービスの提供を受けるために必要なコンピューター、スマートフォン、

タブレット等の電子機器及びインターネット利用等に必要なソフトウェア、通信回線その

他の通信環境等は、登録事業者の責任と負担において準備、設置し、維持するものとします。 

２．登録事業者は、本サービスを利用する際に、ネットワークへの接続や経由等の過程で登

録事業者の送信したデータや信号等の内容が意図せずに変更される可能性があることを理

解した上で、本サービスを利用するものとし、これによって登録事業者が受けた損害につい

て、当社は一切の責任を負わないものとします。 



 

第８条（禁止事項） 

１．登録事業者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をし

てはなりません。 

（１）法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為 

（２）公序良俗に反する行為 

（３）当社、本サービスの他の登録事業者その他の第三者に対する詐欺的又は脅迫的行為 

（４）当社、本サービスの他の登録事業者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバ

シーの権利、名誉権その他の権利又は利益を侵害する行為 

（５）本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負担をかける行為 

（６）本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 

（７）不正アクセスをし、又は不正なアクセスを試みる行為 

（８）当社の提供する本サービスのユーザーインターフェースやソフトウェア等に改変を

加える行為 

（９）本サービスに関連するデータ等の不正な改ざん、アプリケーション等の改変、逆アセ

ンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類するすべての行為

及びこれらにより本サービスを不正に利用する行為 

（１０）ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、掲載または第三者が

受信可能な状態にする行為 

（１１）本サービスを第三者に利用させる行為 

（１２）本サービスおよび本サービスを通じて提供されるデータ等を、商業目的で不特定多

数の物に閲覧・利用させる行為 

（１３）第三者に成りすます行為 

（１４）本サービスの他の登録事業者の情報の収集、開示及び漏洩行為 

（１５）当社、本サービスの他の登録事業者その他の第三者に不利益、損害又は不快感を与

える行為 

（１６）当社ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関するルールに違反する行為 

（１７）その他、当社が不適切と判断する行為 

２．契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、またはす

る行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。 

 

第９条（秘密保持） 

１．本規約において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、登録事業者が、当社より書

面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示された、当社の技術、営業、業務、財

務、組織、その他の事項に関する情報のうち、開示の際に秘密である旨の明示がなされたも

のを意味します。但し、（１）当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したとき



に、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、（２）当社から提供若しく

は開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となっ

たもの、（３）提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適

法に取得したもの、（４）秘密情報によることなく単独で開発したもの、（５）当社から秘密

保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。 

２．登録事業者は、秘密情報を本サービスの提供又は利用の目的のみに利用するとともに、

当社の書面による承諾なしに第三者に秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。 

３．第２項の定めに拘わらず、当社及び利用事業者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、

要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要

請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。 

４．登録事業者は、秘密情報を掲載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前

に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第２項に準じて厳重に

行うものとします。 

５．登録事業者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、

秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製

物を返却又は廃棄しなければなりません。 

 

第１０条（利用情報の利用） 

１．当社は、本項各号のいずれかの事由に該当する場合を除き、登録事業者の事前の承諾を

得ることなく、第三者に対して、利用情報を開示しないものとします。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、事業所の承諾を得

ることが困難である場合 

（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

事業所の承諾を得ることが困難である場合 

（４）国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、事業所の承諾を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。 

２．前項の規定にかかわらず、利用情報から当社の解析により導かれる、アルゴリズム、汎

用化されたノウハウ、統計データ等に関する権利（但し、個人を特定する情報は含まれませ

ん。）は当社に帰属するものとします。また、当社は、本サービスの利用契約の期間中又は

終了後であるかを問わず、登録事業所又は個人を特定しない方法で統計情報を作成し、これ

を利用及び第三者に対して開示することができるものとします。 

 

第１１条（第三者への委託） 

当社は本サービスの全部または一部について、当社の責任において第三者に委託すること



ができるものとします。 

 

第１２条（権利帰属等） 

本サービス、当社ウェブサイトに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライ

センスを許諾している物に帰属しており、本規約に定める本サービスの利用許諾は、本規約

において明示されているものを除き、本サービス、当社ウェブサイトに関する当社又は当社

にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではあり

ません。 

 

第１３条（保証の否認及び免責事項） 

１．当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、

有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害

などを含みます。）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。 

２．当社ウェブサイトから、もしくは当社ウェブサイトへのリンクを張っている第三者のサ

イトの情報について、当社は、何ら保証するものではありません。 

３．当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生

じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。 

 

第１４条（損害賠償責任） 

１．登録事業者が本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して、当社、

他の登録事業者その他の第三者に損害を与えた場合、当該登録事業者の故意または過失の

有無を問わず当該登録事業者は、当該損害を受けた者に対する損害賠償責任を含む、一切の

責任を負うものとします。また当該行為が複数の登録事業者によりなされた場合には、当該

行為をした登録事業者らは連帯して、当該損害を賠償する責任を負うものとします。 

２．登録事業者は、本サービスの利用に関連して、他の登録事業者その他の第三者からクレ

ームを受け、又はそれらの者との間で紛争等が生じた場合には、その内容を直ちに当社に通

知するとともに、当該紛争等を自らの費用と責任において処理し、その結果を当社に通知す

るものとします。 

３．当社は、本サービスの提供又は利用に関連して登録事業者が被った損害につき、当社に

故意又は重大な過失がある場合を除き、これを賠償する責任を一切負いません。また、当社

がかかる損害を賠償する責任を負う場合においても、その責任は、本サービスの利用につい

て登録事業者が当社に支払った対価の額を上限とし、付随的損害、間接損害、特別損害、将

来の損害及び逸失利益にかかる損害については、これを賠償する責任を負いません。 

 

第１５条（反社会的勢力の排除） 

１．登録事業者は、現在までにおいて、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企



業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者（以

下これらを「反社会的勢力」という。）に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当

しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。 

（１）自らの役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的

勢力であったこと。 

（２）自らの会社法上の親会社又は子会社が反社会的勢力であること、又は反社会勢力であ

ったこと。 

（３）自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的で、不当に反

社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 

（４）反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること。 

（５）役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき

関係を有すること。 

２．登録事業者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行って

はなりません。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業

務を妨害する行為 

（５）他社に対し、地震が反社会的勢力である旨示唆し、又は自らの関係者が反社会的勢力

である旨示唆する行為 

（６）その他前各号に準ずる行為 

３．当社は、登録事業者が前二項のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情がある場合

には、当該違反の有無につき、登録事業者の調査を行うことができ、登録事業者はこれに協

力するものとします。また、登録事業所は、自己が、前二項のいずれかに違反し、又はその

おそれがあることが判明した場合には、当社に対し、直ちにその旨を通知するものとします。 

４．登録事業者が本サービスの利用に関して委託先を起用している場合において、かかる委

託先（委託が数次にわたるときは、その全てを含む。）が、反社会的勢力又は第１項、第２

項のいずれかに該当することが判明した場合は、当社は、当該委託先を起用している登録事

業者に対して、当該委託先が当事者となる契約の解約その他必要な措置を講ずるよう求め

ることができ、登録事業者はこれに応じるものとします。 

５．当社は、登録事業者が前四項のいずれかに違反した場合は、本サービスの全部又は一部

につき登録事業者の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続きを要

しないで直ちに本サービスの利用権限を抹消し、解約することができるものとします。 

６．当社は、前項に基づく解約により解約された登録事業者が被った被害につき、一切の義



務及び責任を負いません。 

７．当社は、登録事業者が第１項の表明保証に違反したことにより損害を被った場合は、登

録事業者に対し、当該損害の賠償を請求することができるものとします。 

 

第１６条（解約） 

１．解約を希望する登録事業者は、毎月２５日までに当社所定の手続きをとることでいつで

も解約の申し出を行うことができます。解約の効力は、申し出を行った日の属する月の翌月

１０日に生じるものとします（２６日から月末までに申し出た場合は、翌々月の１０日）。 

２．解約に当たり、当社に対して負っている債務がある場合は、別段の定めのない限り、登

録事業者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに

当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。 

 

第１７条（解除） 

１．当社は、登録事業者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は

催告することなく、本サービスの利用契約を解除することができます。また、当社は、登録

事業者についてこれらの事由の該当性を確認するために、当社が必要と判断する本人確認

及び事実確認等を行うことができ、当該確認が完了するまでの間、当該登録事業者に対する

本サービスの利用を一時的に停止する等の必要な措置を講ずることができます。なお、当社

は、本項に定める措置を講じた場合、登録事業者に対してその理由を開示する義務を負わな

いものとします。 

（１）本規約のいずれかの条項に違反した場合 

（２）登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合、又は重複した登録事業者登録があ

った場合 

（３）差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分

を受けた場合 

（４）支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生

手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申し立てがあった場合 

（５）当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して、一定期間以上応答がない

場合（当社が登録された電子メールアドレス宛へ電子メールを発信したにもかかわらず、当

該電子メールが到達しない場合、その他登録された電子メールアドレスが正常に機能して

いないと当社が判断した場合） 

（６）登録事業者間の取引において何らかのトラブルが発生し、当社にクレーム報告があっ

た場合にその問題となるクレームが続く場合、又は悪質な場合 

（７）本サービスの利用料金について支払い不履行が生じた事を確認した場合 

（８）解散又は事業の全部もしくは一部を第三者に譲渡した場合 

（９）資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合 



（１０）監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けた場

合手形又は小切手が不渡りとなった場合 

（１１）本契約を履行できないと合理的に見込まれる場合 

（１２）その他、当社が本サービスの利用、登録事業者としての登録又は本サービスの利用

契約の継続が適当でないと合理的に判断した場合 

２．第１項各号のいずれかの事由に該当した場合、登録事業者は、当社に対して負っている

債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行

わなければなりません。 

３．本条に基づく当社の措置によって登録事業者に生じた損害について、当社は一切の責任

を負いません。 

 

第１８条（利用終了後の措置） 

１．本サービスの利用が終了した場合、その理由の如何にかかわらず、登録事業者は、当社

サービス上に登録又は保存したデータを、閲覧、操作、取得等することができなくなるもの

とし、当社は、これにより登録事業者に発生した損害について一切の責任を負わないものと

します。 

２．本サービスの利用が終了した場合、その理由の如何にかかわらず、登録事業者は、当社

の指示に基づき、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、デバイスその

他の物につき、変換、廃棄その他の処分を行うものとします。 

３．当社は、本サービスの利用を終了した登録事業者のアカウント情報、登録事業者が本サ

ービスの利用にあたり登録又は保存したデータ等を引き続き保有する義務を負いません。 

 

第１９条（停止及び中断） 

１．当社は、以下のいずれかの事由が存在する場合には、登録事業者に事前に通知すること

なく本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。 

（１）本サービスにかかるコンピューターシステムの点検又は保守作業を緊急に行う必要

がある場合 

（２）当社のコンピューターや通信回線等、本サービスの提供に必要な設備等が事故等によ

り使用できなくなった場合 

（３）地震、落雷、火災、風水害、停電、噴火、洪水、津波、天災地変等により本サービス

の運営が不可能ないし著しく困難となった場合 

（４）戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本サービスの提供が不可

能ないし著しく困難となった場合 

（５）法令又はこれに基づく命令等により本サービスの提供が不可能ないし著しく困難と

なった場合 

（６）登録事業者が利用料金の支払いを怠った場合、その本規約に反する行為があった場合 



（７）その他当社が本サービスの停止又は中断が必要であると合理的に判断した場合 

２．本条に基づき当社が行った措置、又はその他の事由により、登録事業者に生じた損害に

ついて、当社は一切の責任を負いません。 

 

第２０条（サービス変更及び終了） 

１．当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、又は本サービスの提供を終了

することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は登録事業者に事前に

通知するものとします。 

２．本条に基づき当社が行った措置によって登録事業者に生じた損害について、当社は一切

の責任を負わないものとします。 

 

第２１条（通知） 

１．本サービスに関する問い合わせ、その他登録事業者から当社に対する連絡、又はその他

当社から登録事業者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。 

２．前項の規定に基づき、当社から登録事業者に対する連絡又は通知を当社のウェブサイト

への掲載の方法により行う場合には、当該連絡又は通知は、ウェブサイトへの掲載がなされ

た時点から効力を生じるものとします。 

 

第２２条（契約の譲渡） 

登録事業者は、当社の承諾なく、契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、

第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。 

 

第２３条（本規約の変更） 

１．当社は、あらかじめ登録事業者に通知することなく、本規約の内容を変更することがで

きるものとします。 

２．当社は本規約を変更した場合、当社ウェブサイトへ掲載します。当社は、掲載後の登録

事業者による本サービスの利用又は掲載後３日間の経過のいずれかにより、登録事業者が

変更後の本規約の内容を承諾したものとみなします。 

 

第２４条（完全合意） 

本規約は、本規約に含まれる事項に関する本規約の当事者間の完全な合意を形成し、口頭又

は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当該当事者間の事前の合意、表明及び了解

に優先するものとします。 

 

第２５条（存続規程） 

第９条、第１２条、第１４条、第２６条の規定は本サービスの利用契約の終了後も有効に存



続するものとします。 

 

第２６条（準拠法及び管轄裁判所） 

１．本規約の解釈にあたっては，日本法を準拠法とします。 

２．本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本社所在地を管轄する裁判所を専属

的合意管轄とします。 

 

第２７条（本規約に定めのない事項） 

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈上の疑義等が生じた場合、当社及び登録事業者

は、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。 

 

2022 年 4 月 1 日制定 


